
備北地域保健対策協議会専門部会設置運営要綱

第１条　備北地域保健対策協議会（以下「協議会」という。）規約第１２条の規定に

　　　よる専門部会（以下｢部会」という。）の設置，運営は，協議会規約に規定す　　　　　　　　　　　　　

　　　るもののほか，この要綱の定めるところによる。

第２条　協議会会長（以下｢会長」という。）は，必要に応じて,名称，目的を定めて

　　　部会を設け，必要事項について協議する。

第３条　部会は，会長が委嘱した委員をもって構成する。

第４条　部会にそれぞれ部会長を置く。

　２　部会長の選出は，委員の互選による。

　３　部会長は，部会を代表し，会務を総括する。

　４　部会長に事故あるときには，部会長があらかじめ指名する委員が，その職務を

　　代行する。

第５条　部会は，部会長が召集し，議長となる。

　２　部会長は，会長の要請があれば，速やかに部会を召集しなければならな

　　い。

第６条　部会長は，部会において処理及び協議決定した事項について，会長に報告す

　　　るものとする。

　２　部会長は，会長の要請があれば，処理及び協議事項について，中間報告をしな

　　ければならない。

第７条　部会が廃止されるとき，部会長は記録等すべての事務を会長に引き継ぐもの

　　　とする。

第８条　前各条に定めるもののほか，部会の運営に必要な事項は，その部会において

　　　定めるものとする。

　附　則

　１　この要綱は，平成９年８月２８日から施行する。

　２　平成１３年１２月１３日規約の一部を改正し，同日から施行する。
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